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巡回指導実施

改善指導通知書の発出

巡回指導のフロー

改善事項なし 改善事項あり

国土交通省へ情報提供

事業者から
改善報告書の提出

報告書作成



巡回指導の実績（平成２５年１０月３１日現在）

新高速乗合移行事業者
（貸切委託受託者含む）

対象事業者数 ６８ 者

巡回指導実施数 ６０ 者

巡回指導実施率 ８８．２ ％

改善指導実施数 ３８ 者改善指導実施数 ３８ 者

改善指導実施率 ６３．３ ％

○主な指導事項について

⇒ 乗務員台帳記載漏れ、運転者教育（年間計画、欠席者フォロー）
不備、点呼記録簿記載事項欄不足、運転基準図、運行表不備 等

※上記巡回指導には、新高速乗合に移行していない事業者（６事業者）に対する巡回指導を
行った実績がある。


